
ご葬儀費用の負担をサポートするための保険
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お申し込み・お問い合わせは…●引受少額短期保険会社

〒570-0028 大阪府守口市本町2-5-18　守口CIDビル７階
TEL.06-6967-8115 FAX.０6-6996-0077

https://www.ssi-k.com

0120-99-8349
きゅーきゅー や さ し く

受付時間 9：00～17：00
（土、日、祝日、年末年始を除く）

G164481001

登録番号 近畿財務局長（少額短期保険）第8号

支払金額（例） 保障プランと保険金額及び被保険者一人あたりの保険料

保険金 10万円 20万円 30万円 40万円 50万円 10万円 20万円 30万円 40万円 50万円
月払い 男　性 女　性

40～44歳
45～49歳
50～54歳
55～59歳
60～64歳
65～69歳
70～74歳
75～79歳
80～84歳
85歳
86歳
87歳
88歳
89歳
90歳
91歳
92歳
93歳
94歳
95歳

 150 310 460 620 770
 170 330 500 660 830
 180 360 550 730 910
 190 380 570 750 940
 200 400 600 810 1,010
 220 440 650 870 1,090
 260 510 770 1,030 1,290
 330 650 980 1,310 1,630
 510 1,010 1,520 2,030 2,540
 670 1,340 2,010 2,680 3,360
 760 1,520 2,290 3,050 3,810
 870 1,730 2,600 3,470 4,340
 990 1,970 2,960 3,950 4,930
 1,120 2,240 3,360 4,480 5,600
 1,270 2,530 3,800 5,070 6,330
 1,430 2,860 4,290 5,720 7,160
1,620  3,230 4,850 6,470 8,090
1,830  3,660 5,490 7,320 9,160
2,070  4,140 6,220 8,290 10,360
2,330  4,660 6,990 9,320 11,650

 180 360 550 730 910
 200 410 610 810 1,010
 230 460 700 930 1,160
 280 560 840 1,130 1,410
 310 620 930 1,250 1,560
 350 700 1,050 1,400 1,750
 420 840 1,260 1,680 2,100
 570 1,130 1,700 2,260 2,830
 910 1,820 2,730 3,640 4,550
 1,220 2,440 3,660 4,880 6,100
 1,350 2,700 4,050 5,400 6,740
 1,490 2,970 4,460 5,940 7,430
 1,640 3,280 4,920 6,560 8,190
 1,810 3,630 5,440 7,260 9,070
 2,020 4,030 6,050 8,070 10,080 
 2,220 4,440 6,660 8,880 11,100
 2,440 4,890 7,330 9,770 12,220
 2,680 5,370 8,050 10,740 13,420
 2,950 5,890 8,840 11,790 14,730
 3,230 6,460 9,700 12,930 16,160

●重要事項

この資料は、記載の保険（プラン）の概要を説明して
おります。保険の詳細については、「普通保険約款」
をご確認ください。

■個人情報の取扱について
お客様の個人情報を、次の目的のために利用し、これ
らの目的以外に無断で利用することはありません。 

ご契約の引受・審査、保険金等のサービスの案内・提
供、ご契約の維持・管理、サービスの研究・開発、サー
ビスの向上、その他保険に付随する業務 

情報を収集・利用する目的

■機微（センシティブ）情報の取扱について
保健医療などに関する情報（機微（センシティブ）情報）
については、保険業法施行規則第53条の10および同
法運営の確保その他必要と認められる目的について
は、限定されている目的以外で利用いたしません。 

■ 契約締結時における担当者の役割について
担当者（弊社所属の少額短期保険募集人）は、契約締結の媒介をさせていただく者であり、契約締結の
代理権を有しません。お申込み頂いたご契約は、弊社がお引き受けすることに決定（承諾）し、第1回保険
料が払い込まれた月の27日に有効に成立します。

■ 責任開始時及び保険期間
お申込みいただいたご契約を、弊社がお引受けすることに決定（承諾）した場合は、第1回保険料が払い込
まれた月の27日（責任開始時）から保険契約上の責任を負います。保険期間は、責任開始時（保険契約が
更新された場合は、更新後の保険契約の責任開始時とします。）から起算して1年となります。（保険期間）

■ ご契約の更新について
¡更新到来時期は、責任開始時から起算して1年が経過した時点です。更新日において満95歳以下であ
れば保険契約の更新が可能です。

¡弊社は、この保険契約を更新する場合には、この保険契約の保険期間満了日の2か月前までに、保険
料及び保険金額を記載した更新案内書を送付します。

¡弊社が、更新案内書を送付した場合には、保険期間満了日までに保険契約者より保険契約の更新を求
めない旨の意思表示がない限り、保険契約を更新します。

¡弊社は、更新後の保険契約の第1回保険料を受け取った場合、3週間以内に保険契約継続証を交付し
ます。この場合、この保険契約の締結の際に交付された保険証券とこの保険契約継続証をあわせて、
新たな保険証券とみなします。

¡この保険は、更新時の満年齢に応じて保険料の見直しがあります。
■ 解約返戻金
本保険商品については、解約返戻金はありません。

※年払いもございます。　※2口までご加入いただけます。詳しくは担当募集人にお問い合わせください。



考えたくない「万が一」の時…でも、いざという時の大切な家族の経済的負担は大変なものです。
葬儀費用に加えて、寺院の費用、お墓、仏壇、飲食など、予想を上まわる費用が必要となります。
そんな万が一に備えて家族の経済的負担をサポートするのが無選択定期保険「ささえ」です。

人生を楽しむために
ワタシらしい保険を選ぶ

そなえる

122.2
万円

33.9
万円

44.6
万円

注）項目ごとの有効回答からそれぞれ平均費用を算出しています。
　　よって各項目の合計と葬儀費用合計は一致しません。

財団法人 日本消費者協会
〈第10回「葬儀についてのアンケート調査」報告書　2014年〉より

葬儀費用一式費用
●式場使用料　●祭壇　●お棺　●位牌　
●骨壺　●遺影写真　●霊柩車　●寝台車　●会葬礼状
●会葬御礼品　●ドライアイス　●生花・花輪・供養品
●その他の葬具　●マイクロバスやタクシー代　など

通夜ぶるまいご列席の方、
ご近所のお手伝いの方への
飲食費など

寺院の費用
読経のお布施や戒名料など

人生を楽し
むためにそなえる、ワタシたちの保険

葬儀費用の全国平均は

約189万円
人生の整理は、思いのほかたくさんの
費用がかかります。

ご存知ですか？ 通夜からの
飲食接待費用
通夜からの
飲食接待費用

必要な保障だけを厳選したから シンプルでわかりやすい、
これからの人生を楽しむためにそなえる保険 です。

月々 910円保
険
料

うれしい！

50歳・女性　保険金50万円コース
例えば…

当社加入者平均年齢73歳
女性の場合月々保険料1,290円

欲しい保障だけを厳選したから、
シンプルでわかりやすい！シンプルでわかりやすい！

保険料の払込回数を、年払い（1回
／年）と月払い（12回／年）から
お選びいただけます。

高血圧や糖尿病などの持病をお持ち
で、現在通院中や服薬治療中の方で
もお申し込みいただけます。

シンプル！
高齢の方もOK! 保険料が

までお申し込み可能
満40～満84歳

健康告知不要！
現在、通院中や

投薬治療中の方でもOK
1年単位更新型

葬儀社との
ネットワーク

あらかじめ特約を締結することにより、指定葬儀
社と生前契約を行い、万一の際は迅速な葬儀の
施行サービスをお約束します。

万一の場合は、提携葬儀社とのスムーズなネッ
トワークで、ご葬儀の手配などをお手伝いいた
します。

保険期間は1年で、毎年更新して継続することが
できる、掛け捨ての保険です。（最高95歳まで）

保険金直接支払い
サービス特約

（※1）加入日とは保険契約上の責任が開始した日をいいます。　（※2）加入後、6ヶ月間の待機期間があります。
（※3）災害死亡保険金と死亡保険金は重複して支払われることはありません。

死亡保険金 
災害死亡保険金

被保険者が加入日（※1）以降、保険期間中（※2）の
待機期間後死亡した場合、また責任開始日以降
に発生した不慮の事故による傷害を直接の原因
として死亡した時にお支払いします。（※3）

万一に　　　 、いざという時にそなえるそなえるそなえてそなえて

入院費の
精算 法要 役所手続き

代行費用
行政書士・
弁護士等

遺品整理 仏壇 墓石 墓地・霊園

葬儀以外にもこんな費用が…

※保険期間は1年です。　※更新時の満年齢により保険料は上がります。

※更新時の満年齢により保険料は上がります。


